
政
令
第
二
百
九
十
六
号

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
七
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
八
項
中
「
百
人
」
を
「
五
十
人
」
に
改
め
る
。



附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

こ
の
条
に
お
い
て
特
定
学
校
法
人
等
と
は
、
学
校
法
人
等
で
あ
っ
て
、
当

８

こ
の
条
に
お
い
て
特
定
学
校
法
人
等
と
は
、
学
校
法
人
等
で
あ
っ
て
、
当

該
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
で
当
該
学
校
法
人
等
か
ら
報
酬
を
受
け
る

該
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
で
当
該
学
校
法
人
等
か
ら
報
酬
を
受
け
る

も
の
で
あ
る
特
定
労
働
者
（
七
十
歳
未
満
の
者
の
う
ち
、
私
立
学
校
教
職
員

も
の
で
あ
る
特
定
労
働
者
（
七
十
歳
未
満
の
者
の
う
ち
、
私
立
学
校
教
職
員

共
済
法
第
十
四
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て

共
済
法
第
十
四
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て

、
特
定
四
分
の
三
未
満
短
時
間
労
働
者
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
の
総
数
が

、
特
定
四
分
の
三
未
満
短
時
間
労
働
者
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
の
総
数
が

常
時
五
十
人
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。

常
時
百
人
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。


